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○職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職
　員の採用等に関する条例の一部を改正する条例……（人事課）４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を
　改正する条例……………………………………………（人事課）１

本号で公布された条例のあらまし

◎　知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（条例第40号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　特別職の国家公務員等に準じて本県特別職に係る令和５年12月期以降の期末手当の改定を行うため、所要の改正を行うこと
　　としました。
　２　施行期日等
　　　この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、令和５年12月１日から適用することとしました。

◎　職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（条例第41号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　人事委員会勧告等を踏まえ、令和５年の公民較差に基づく県職員の給与改定等を行うため、所要の改正を行うこととしまし
　　た。
　２　施行期日等
　　　この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、令和５年４年１日から適用することとしました。

条　　　　　例

　知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和５年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第40号
　　　知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
　（知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第１条　知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和28年宮崎県条例第17号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２条　知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　知事等の期末手当の額は、職員の例により計算した額とす
　る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるの
　は「 100分の 165」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　知事等の期末手当の額は、職員の例により計算した額とす
　る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるの
　は「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　知事等の期末手当の額は、職員の例により計算した額とす

　（期末手当）
第５条　知事等の期末手当の額は、職員の例により計算した額とす
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　る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるの
　は「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

　る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるの
　は「 100分の 170」とする。
２～４　［略］

　（常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第３条　常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（昭和31年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第４条　常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（議会の議員の給与等に関する条例の一部改正）
第５条　議会の議員の給与等に関する条例（昭和31年宮崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第６条　議会の議員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第７条　企業局長の給与及び旅費に関する条例（昭和41年宮崎県条例第46号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第８条　企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ
　り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29
　年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項
　中「 100分の 125」とあるのは「 100分の 165」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ
　り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29
　年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項
　中「 100分の 125」とあるのは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ
　り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29
　年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項
　中「 100分の 125」とあるのは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ
　り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29
　年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項
　中「 100分の 125」とあるのは「 100分の 170」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第４条　議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（
　昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用
　を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 165」とする。
２　［略］

　（期末手当）
第４条　議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（
　昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用
　を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第４条　議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（
　昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用
　を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２　［略］

　（期末手当）
第４条　議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（
　昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用
　を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 170」とする。
２　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　企業局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 165」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　企業局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］



─ 3 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ５ 年 12 月 14 日（木曜日）　号外　第 52 号

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　企業局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　企業局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 170」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し
　た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県
　条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100
　分の 125」とあるのは「 100分の 165」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し
　た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県
　条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100
　分の 125」とあるのは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し
　た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県
　条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100
　分の 125」とあるのは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し
　た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県
　条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100
　分の 125」とあるのは「 100分の 170」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　病院局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 165」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　病院局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

改正前 改正後
　（期末手当）
第５条　病院局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 175」とする。
２～４　［略］

　（期末手当）
第５条　病院局長の期末手当の額は、職員の例により計算した額と
　する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とある
　のは「 100分の 170」とする。
２～４　［略］

　（教育長の給与等に関する条例の一部改正）
第９条　教育長の給与等に関する条例（平成12年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（病院局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第11条　病院局長の給与及び旅費に関する条例（平成18年宮崎県条例第21号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条、第８条、第10条及び第12条の規定は、令和６年４月１日から
　施行する。
２　第１条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例」という。）、
　第３条の規定による改正後の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例
　」という。）、第５条の規定による改正後の議会の議員の給与等に関する条例（以下「改正後の議会の議員の給与等に関する条例」とい
　う。）、第７条の規定による改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例」と
　いう。）、第９条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例（以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。）及び第
　11条の規定による改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例」という。）の
　規定は、令和５年12月１日から適用する。
　（給与の内払）

第10条　教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第12条　病院局長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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３　第１条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第３条の規定による改正前の常勤の監査委員の給与及び旅費に関す
　る条例、第５条の規定による改正前の議会の議員の給与等に関する条例、第７条の規定による改正前の企業局長の給与及び旅費に関する
　条例、第９条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例及び第11条の規定による改正前の病院局長の給与及び旅費に関する条例
　の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、改正後の常勤の監査委員の給与及び旅
　費に関する条例、改正後の議会の議員の給与等に関する条例、改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例、改正後の教育長の給与等
　に関する条例及び改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和５年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第41号
　　　職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
　（職員の給与に関する条例の一部改正）
第１条　職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（給与）
第２条　この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当
　、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特
　殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２の２の規定による手当を
　含む。第８条の12において同じ。）、定時制通信教育手当、産業
　教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害
　等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、時間外勤
　務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特
　別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び
　寒冷地手当をいう。
　（初任給調整手当）
第５条の２　次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当
　該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内、第４号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採
　用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては
　、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を
　経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する
　。
　（１）　医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ
　　り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で
　　定めるもの　月額41万 4,800円
　（２）　医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用
　　による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる
　　職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの　月額５万 800円

　（３）・（４）　［略］
２・３　［略］
　（新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当）
第６条の６の３　新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型
　インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第43条
　又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の
　実施のため本県に派遣された職員に対して支給する。
２　前項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額及
　び支給について必要な事項は、別に知事が定める。
　（勤勉手当）
第８条の４　［略］

　（給与）
第２条　この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当
　、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特
　殊勤務手当、特地勤務手当（第６条の２の２の規定による手当を
　含む。第８条の12において同じ。）、定時制通信教育手当、産業
　教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、武力攻撃災害
　等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、時間外勤
　務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特
　別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び
　寒冷地手当をいう。
　（初任給調整手当）
第５条の２　次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当
　該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内、第４号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採
　用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては
　、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を
　経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する
　。
　（１）　医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ
　　り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で
　　定めるもの　月額41万 5,600円
　（２）　医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用
　　による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる
　　職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの　月額５万 1,100
　　円
　（３）・（４）　［略］
２・３　［略］
　（特定新型インフルエンザ等対策派遣手当）
第６条の６の３　特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型
　インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第26条
　の７又は他の法律の規定により特定新型インフルエンザ等対策の
　実施のため本県に派遣された職員に対して支給する。
２　前項に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及
　び支給について必要な事項は、別に知事が定める。
　（勤勉手当）
第８条の４　［略］
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　　別表第１から別表第５までを次のように改める。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の95（特定管理職員にあっては、 100分の 115）
　　を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の45（特定管理職員にあっては、 1
　　00分の55）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の 105（特定管理職員にあっては、 100分の 125
　　）を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の50（特定管理職員にあっては、 1
　　00分の60）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］
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第２条　職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第３条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（初任給調整手当）
第５条の２　次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当
　該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内、第４号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採
　用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては
　、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を
　経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する
　。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による
　　欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定
　　めるもの　月額３万円
　（４）　［略］
２・３　［略］
　（勤勉手当）
第８条の４　［略］
２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の 105（特定管理職員にあっては、 100分の 125
　　）を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の50（特定管理職員にあっては、 1
　　00分の60）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］

　（初任給調整手当）
第５条の２　次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当
　該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から20年以内、第４号に
　掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採
　用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては
　、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を
　経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する
　。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による
　　欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定
　　めるもの　月額７万円
　（４）　［略］
２・３　［略］
　（勤勉手当）
第８条の４　［略］
２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規
　則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この
　場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所
　属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該
　各号に定める額を超えてはならない。
　（１）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
　　　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日
　　現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死
　　亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養
　　手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し
　　た額に 100分の 100（特定管理職員にあっては、 100分の 120
　　）を乗じて得た額の総額
　（２）　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員
　　の勤勉手当基礎額に 100分の47.5（特定管理職員にあっては、
　　 100分の57.5）を乗じて得た額の総額
３～５　［略］

改正前 改正後
　（給与に関する特例）
第７条　第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（
　以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する
　。

２～６　［略］

　（給与に関する特例）
第７条　第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（
　以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する
　。

２～６　［略］

号給 給料月額
１ 380,000円
２ 427,000円
３ 477,000円
４ 539,000円
５ 615,000円
６ 718,000円
７ 839,000円

号給 給料月額
１ 376,000円
２ 422,000円
３ 472,000円
４ 533,000円
５ 608,000円
６ 710,000円
７ 830,000円
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　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100
　分の 165」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100
　分の 175」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

第４条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100
　分の 175」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般

　（給与条例の適用除外等）
第８条　［略］
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100
　分の 170」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
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　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　　　附　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和６年４月１日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下この項及び附則第４項において「改正後の職員給与条例」という。）の規
　定（第２条及び第６条の６の３の規定を除く。）及び第３条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下この
　項及び附則第４項において「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用する。ただし、改正後の職員給
　与条例第８条の４及び改正後の任期付職員条例第８条の規定は、令和５年12月１日から適用する。
　（切替日前の異動者の号給の調整）
３　令和５年４月１日（以下この項において「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準
　ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と
　認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（給与の内払）
４　改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与に関す
　る条例又は第３条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後
　の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
　（人事委員会規則への委任）
５　前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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